
開発面積 10,000㎡未満

建築面積・
造成面積が

10,000㎡未満は
原則踏査不要

遺跡なし 遺跡あり 慎重工事 工事立会 発掘調査

施　　工 取扱協議

重要な遺跡の発見

周知の埋蔵文化財包蔵地外 周知の埋蔵文化財包蔵地内

文化財保護法第９３・９４条に基づく届出・通知開発面積 10,000㎡を超える

県文化財課

市町村文化財担当部局

指　　　示

踏査または試掘の実施

県文化財課

開発時に係る手続きの流れ

遺跡有無確認踏査願

市町村文化財担当部局

市町村文化財担当部局

事　　　業　　　計　　　画

取扱協議

施　　　　　　　　工

遺跡・遺物発見

文化財保護法第９６・９７条に基づく届出


